
　議案第１２１号

　（総則）

第１条　令和７年度藤岡市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

　（収益的収入及び支出）

第２条　令和７年度藤岡市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとお

　り補正する。

（科　　　目） 　（既決予定額）

　第１款　水 道 事 業 費 用 千円 千円 千円

　　第１項　営 業 費 用 千円 千円 千円

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第３条　予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

（科　　　目） 　（既決予定額）

　（１）職 員 給 与 費 千円 千円 千円

　令和７年１１月２８日提出

　令和７年１１月２８日可決

藤岡市長　　新　井　雅　博　　

令和７年度藤岡市水道事業会計補正予算（第２号）

（補正予定額） （計）

支　　　　　　出

１,３５５,１５２ １５,６５９ １,３７０,８１１

１,２７１,１９０ １５,６５９ １,２８６,８４９

（補正予定額） （計）

１６４,０８９ １５,４９４ １７９,５８３



　支　　出 　　　　　　（単位　千円）

既決予定額 補正予定額 計

１ 水道事業費用 1,355,152 15,659 1,370,811

１ 営業費用 1,271,190 15,659 1,286,849

１ 原水及び浄水費 331,581 5,336 336,917

２ 配水及び給水費 178,924 3,157 182,081

３ 受託給水工事費 43,955 595 44,550

５ 総係費 72,011 6,571 78,582

令和７年度藤岡市水道事業会計予算実施計画

（収益的収入及び収益的支出）

款 項 目



１　業務活動によるキャッシュ・フロー
　（１）当期純利益　（△は純損失）
　（２）減価償却費
　（３）固定資産除却費
　（４）貸倒引当金の増減額　（△は減少）
　（５）長期前受金戻入額
　（６）引当金の増減額　（△は減少）
　（７）受取利息及び受取配当金
　（８）支払利息
　（９）未収金の増減額　（△は増加）
　（10）たな卸資産の増減額　（△は増加）
　（11）その他流動資産の増減額　（△は増加）
　（12）未払金の増減額　（△は減少）
　（13）前受金の増減額　（△は減少）
　（14）その他流動負債の増減額　（△は減少）
　　　　小計
　（15）利息及び配当金の受取額
　（16）利息の支払額
　　　　業務活動によるキャッシュ・フロー

２　投資活動によるキャッシュ・フロー
　（１）有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出
　（２）有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入
　（３）他会計負担金による収入
　（４）国庫補助金等による収入
　（５）国庫補助金等返還による支出
　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー

３　財務活動によるキャッシュ・フロー
　（１）建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入
　（２）建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出
　（３）他会計からの出資による収入
　　　　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　　資金増加額（又は減少額）
　　　資金期首残高
　　　資金期末残高

令和７年度藤岡市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

（単位　円）

△ 6,034,103
541,641,000
23,509,000

△ 3,399,193
△ 95,995,000

3,099,212
△ 1,000,000

63,361,000
35,954,330

△ 15,383,819
0

△ 33,708,682
0

△ 12,700,870
499,342,875

1,000,000
△ 63,361,000

436,981,875

△ 1,344,651,185
0

4,969,000
0
0

△ 1,339,682,185

1,087,500,000
△ 381,686,000

0
705,814,000

△ 196,886,310
1,254,183,906
1,057,297,596



１　固 定 資 産
（１）　有 形 固 定 資 産
　　　イ　土　　　地
　　　ロ　建　　　物
　　　　　減価償却累計額
　　　ハ　構　築　物
　　　　　減価償却累計額
　　　ニ　機械及び装置
　　　　　減価償却累計額
　　　ホ　量　水　器
　　　　　減価償却累計額
　　　ヘ　車両運搬具
　　　　　減価償却累計額
　　　ト　工具、器具及び備品
　　　　　減価償却累計額
　　　チ　建設仮勘定

　　　　有 形 固 定 資 産 合 計

（２）　無 形 固 定 資 産
　　　イ　ダム使用権

　　　　無 形 固 定 資 産 合 計

　　　　固 定 資 産 合 計

令和７年度藤岡市水道事業予定貸借対照表
（令和８年３月３１日）

（単位　円）
資　　産　　の　　部

403,394,392
682,183,449

△ 456,910,441 225,273,008
20,016,003,826

△ 9,740,288,119 10,275,715,707
5,826,354,015

△ 3,668,689,874 2,157,664,141
94,666,482

△ 58,999,863 35,666,619
34,808,946

△ 22,858,356 11,950,590
62,008,381

△ 49,489,341 12,519,040
125,985,456

13,248,168,953

2,694,451,484

2,694,451,484

15,942,620,437



 ２　流 動 資 産
（１）　現 金 ・ 預 金

（２）　未 収 金
　　　イ　営 業 未 収 金
　　　ロ　営 業 外 未 収 金
　　　ハ　そ の 他 未 収 金
　　　　貸 倒 引 当 金

（３）　貯 蔵 品
　　　イ　材　　　料
　　　ロ　貯 蔵 量 水 器

　　　　流 動 資 産 合 計

　　　　資 産 合 計

1,057,297,596

69,777,698
62,905,493

0
△ 289,000 132,394,191

23,839,110
2,359,760 26,198,870

1,215,890,657

17,158,511,094



 ３　固 定 負 債
（１）　企 業 債
　　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債
　　　　企 業 債 合 計

（２）　引 当 金
　　　イ　退 職 給 付 引 当 金
　　　ロ　修 繕 引 当 金
　　　　引 当 金 合 計

　　　　固 定 負 債 合 計

 ４　流 動 負 債
（１）　企 業 債
　　　イ　建設改良費等の財源に充てるための企業債
　　　　企 業 債 合 計

（２）　未 払 金
　　　イ　営 業 未 払 金
　　　ロ　そ の 他 未 払 金
　　　ハ　未払消費税及び地方消費税

（３）　引 当 金
　　　イ　賞 与 引 当 金
　　　ロ　法定福利費引当金
　　　　引 当 金 合 計

（４）　そ の 他 流 動 負 債
　　　イ　預 り 金

　　　　流 動 負 債 合 計

 ５　繰 延 収 益
　　　　長 期 前 受 金
　　　　収 益 化 累 計 額
　　　　繰 延 収 益 合 計

　　　　負 債 合 計

負　　債　　の　　部

4,687,291,195
4,687,291,195

52,884,000
38,589,299

91,473,299

4,778,764,494

349,160,569
349,160,569

12,162,314
0
0 12,162,314

12,670,000
2,511,000

15,181,000

11,318,090 11,318,090

387,821,973

4,713,297,511
△ 1,962,968,799

2,750,328,712

7,916,915,179



 ６　資 本 金
　　　　資 本 金

 ７　剰 余 金
（１）　資 本 剰 余 金
　　　イ　受 贈 財 産 評 価 額
　　　ロ　工 事 負 担 金
　　　ハ　国 県 補 助 金
　　　ニ　他 会 計 負 担 金
　　　ホ　他 会 計 補 助 金

　　　　資 本 剰 余 金 合 計

（２）　利 益 剰 余 金
　　　イ　減 債 積 立 金
　　　ロ　当年度未処分利益剰余金

　　　　利 益 剰 余 金 合 計

　　　　剰 余 金 合 計

　　　　資 本 合 計

　　　　負 債 資 本 合 計

資　　本　　の　　部

8,818,498,609

97,919,506
139,303,067
14,686,315
19,172,821
12,073,079

283,154,788

0
139,942,518

139,942,518

423,097,306

9,241,595,915

17,158,511,094



　注記

Ⅰ．重要な会計方針
　平成２６年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。
　１　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　　たな卸資産（貯蔵品）　　　　　先入先出法による原価法によっている。
　２　固定資産の減価償却の方法
　（１）　有形固定資産
　　　　・減価償却の方法　　　　　　　定額法による。
　　　　・主な耐用年数
　　　　　　建物　　　　　　　　　　　２０～５０年
　　　　　　構築物　　　　　　　　　　１０～６０年
　　　　　　機械及び装置　　　　　　　 ６ ～２０年
　　　　　　器具及び備品　　　　　　　 ２ ～１５年
　（２）　無形固定資産
　　　　・減価償却の方法　　　　　　　定額法による。
　　　　・主な耐用年数
　　　　　　ダム使用権　　　　　　　　　　　５５年
　３　引当金の計上方法
　（１）　退職給付引当金
　　　　職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額（簡便法により算出）に相当する金額を計上している。
　　　　なお、一般会計が負担すると見込まれる金額６１，６７２千円は除く。
　（２）　賞与引当金
　　　　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（１２月から３月
　　　までの４ヶ月分）を計上している。
　（３）　法定福利費引当金
　　　　職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額
　　　（１２月から３月までの４ヶ月分）を計上している。
　（４）　貸倒引当金
　　　　債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。
　４　消費税及び地方消費税の会計処理
　　　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
　　　なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。



Ⅱ．予定貸借対照表等関連
　１　担保に供している資産及びこれに対応する債務はなし。
　２　企業債の償還に係る他会計の負担はなし。
　３　重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項はなし。

Ⅲ．リース契約により使用する固定資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

Ⅳ．その他の注記
　１　引当金の取崩し
　（１）　賞与引当金の取崩し
　　　　令和７年度において、期末手当及び勤勉手当として３６，１４２千円を支給することとなったため、賞与引当金１０，９３５千円を取
　　　り崩した。
　（２）　法定福利費引当金の取崩し
　　　　令和７年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として６，４４７千円を支給することとなったため、法定福利費引当金
　　　２，１５０千円を取り崩した。
　（３）　貸倒引当金の取崩し
　　　　令和７年度において、債権の不納欠損による損失２８１千円に充てることとなったため、貸倒引当金２８１千円を取り崩した。
　２　新会計基準移行に係る経過措置
　（１）　修繕引当金に関する経過措置
　　　　平成２６年３月３１日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。
　（２）　みなし償却制度の廃止に伴う経過措置
　　　　平成２６年３月３１日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、現に資本剰余金として整理している額については、
　　　平成２６年３月３１日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金との対応関係を個別的に把握できる資産を除いた
　　　すべての資産（ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。）を対象とした按分等の方法を用いて合理的
　　　に整理している。


